
みんなに話したくなる みんなと始める 事業ごみ減量ニュースレター
“へらす”“わける”で
目指せ一歩先行く
ごみゼロ事業所！！ バックナンバーは

こちら

この印刷物が不要になれば
「雑がみ」として古紙回収等へ！

京都市は持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）を支援しています。

　事業者の皆様が、ごみを収集する一般廃棄物
収集運搬業者（以下「許可業者」という。）に支払
われている「ごみ処理料金」には、許可業者の
「収集運搬料金」だけでなく、京都市がごみを処
理（焼却～埋立）するための「ごみ搬入手数料」が
含まれています。この「ごみ搬入手数料」は、許可
業者を通して間接的に京都市に支払われています。
　令和７年４月１日から、上記のとおり、同手数料
を改定しますので、適正な料金のご負担について
ご理解いただきますようお願いします。
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Q なぜ改定するのですか？
A 　現在、京都市では、市民・事業者・許可業者の皆様のご理解とご協力のもと、ごみの

減量にあわせて経費の削減を進め、事業ごみの処理費用は100kgあたり約 2,000 円
まで削減してきたところですが、現在、この処理費用を「ごみ搬入手数料」だけで賄い
きれず、差額を公費で負担している状況です。
　このような状況を踏まえつつ、排出事業者責任の考え方に基づく｢ごみ搬入手数料｣
の適正化を図り、更なるごみ減量や民間リサイクルを促進するため、搬入手数料を改定
するものです。
　今後も、引き続き、ごみの減量の推進とごみ処理費用の削減に努めてまいりますので、
皆様のご理解とご協力をお願いします。

公費負担

ごみ処理費用
（100㎏あたり）

約2,000円

1,000円
（100㎏あたり）

ごみ搬入
手数料

Q なぜ「10㎏までごとに150円」に改定するのですか？
A 　京都市廃棄物減量等推進審議会による「ごみ搬入手数料等の今後のあり方」に係る答申を踏まえ、課金単位を

100kg 単位から10kg 単位に見直したうえで、排出事業者の皆様の急激な負担増とならないよう、10kgまでごとに
150 円に改定することにしました。
　許可業者との契約に係るごみ処理料金には、本市のごみ搬入手数料だけでなく、許可業者の収集運搬料金も含まれ
ているため、搬入手数料改定後の具体的なごみ処理料金については、現在ご契約されている許可業者にお尋ねください。

※ 改定後のごみ処理料金については、現在契約されている許可業者にお尋ねください。

ご理解とご協力をお願いします。

（マンション等から出るプラスチック類に限り、10㎏までごとに75円）



第一弾

業種別の正しいごみの出し方
は･･･ 理美容業 と 製造小売業等 の皆様向けです！

理美容店での
正しいごみの出し方

製造小売店等での
正しいごみの出し方

リーフレットです！

　お店から出るごみ、どのように分別して捨てたらいいのか迷うことは
ありませんか？そんな事業主の方のために、分かりやすく使いやすい
業種別リーフレットを作りました。
　ごみ出しのポイントや問合せ先のほか、業種ごとによく出るごみの
種類に応じた分け方の一覧も掲載。お店の壁に貼るなどしてご活用く
ださい！ごみを正しく分別・リサイクルしましょう！

★ ダウンロードはこちら
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000309365.html 

問合せ・リーフレットのご要望は 廃棄物指導課まで（TEL：075-222-3957）

歯ブラシ スプーン・フォーク ストロー 保存容器 洗濯ばさみ

許可業者が収集するマンションから出るごみ（家庭ごみ）についてのお知らせです！

「２Ｒ及び分別･リサイクル活動優良事業所」を募集します！

通年募集です！

詳しくは、こちら

京都市　分別回収スタート 

TEL:075-691-5517 13:00～17:00
（月～金曜）

〒601-8317 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65

受付時間

　京都市では、事業ごみの減量及び再資源化に積極的に取り組んでいる市内事業所を「２Ｒ及び分別・
リサイクル活動優良事業所」に認定します。
　また、「２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良事業所」の中から、独自性がある、先進的であるなど、特に
優れた取組を行う事業所を「２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良賞」として、年度ごとに表彰します。
　２Ｒ：必要以上にごみになるものを作らない・買わない「リデュース（発生抑制）」と繰り返し使う「リユース（再利用）」

●令和５年４月から市内全域において、プラスチック製品の分別回収をスタートしています。●令和５年４月から市内全域において、プラスチック製品の分別回収をスタートしています。

マンションから出るプラスチック類のごみ搬入手数料は、分別促進のため、
令和７年４月１日から10㎏までごとに75円（燃やすごみの半額）に改定となります。令和７年４月１日から10㎏までごとに75円

　家庭ごみについて、令和５年４月から、
歯ブラシやスプーン・フォーク等のプラ
スチック製品は「燃やすごみ」ではなく、
「プラスチック製の容器と包装」と一緒
に「資源物」として回収します。

● プラスチック製品の例

　認定や表彰を受けると、本市ホームページで
事業所名等を掲載するほか、認定証・表彰状を
贈呈します！
　社内での環境意識が高まるとともに、事業所
のイメージアップにもつながります。

　ごみを正しく分別したうえで、
透明袋（無色透明又は白色透明
に限る）でお出しください。

許可業者が収集するマンションの場合
マンションでもプラスチック製品 の分別が   必要だよ。

京都環境事業協同組合

無許可の業者（管理会社や清掃業者等）が他人のごみを収集運搬・処分することは違法です。
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事業系一般廃棄物のご相談は

★認定基準や申請様式はこちら！⇒
https://kyoto-kogomi.net/business/
yuryoujigyousya/

リチウムイオン電池使用製品（加熱式たばこなど）や刃物類は混入しないでください。


